
 

事 務 連 絡 
令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ６ 日 

 
 

旅客自動車運送事業者 代表者 殿 
 

 
北陸信越運輸局石川運輸支局 
首席運輸企画専門官（輸送・監査） 

    
 
 

平成 17 年国土交通省告示第 503 号及び平成 18年国土交通省告示第 1171 号の解釈について 

 

 

 標記について、北陸信越運輸局自動車交通部旅客課長より別添のとおり事務

連絡がありましたので、了知願います。                     
 

 

 

 

 

 

 



事 務 連 絡 

令 和 ７ 年 ３ 月 ２ １ 日 

 

 

 

各運輸支局 

  首席運輸企画専門官（輸送・監査担当） 殿 

 

 

 

自動車交通部旅客課長 

 

 

 

平成 17 年国土交通省告示第 503 号及び平成 18 年国土交通省告示第 1171 号の解釈について 

 

 

 

標記について、物流・自動車局旅客課長より別紙のとおり事務連絡があったので、了知さ

れるとともに、管内の旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者あて周知願います。 








